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(1)R.H.コ ー ス によ る企 業 の理 論 の 概 要 一 は じめ に 一

本 稿 の 目的 は,R.Hコ ー…ス(R.H.Coase)に よ る分 析 を整 理 し,寄 せ られ た

批 判 とこ れ に対 す る反 論 を ま とめ,彼 の企 業 の理 論 の 特徴 を明 らか にす る こ とで

あ る。

RH.コ ー ス は長 年 に わ た る経 済 学 の発 展 へ の 貢 献 を讃 え られ,1991年 に ノ ー
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ベル経済学賞を受賞 している。特に,彼 が1937年 に発表した 「企業の特性(The

NatureoftheFirm)」 と1960年 に発表した 「社会コス トの問題(TheProblem

ofSocialCost)」 は,従 来の経済学において検討されてこなかった問題を取 り上

げて分析 し,彼 の名前 を不朽のものとした。彼は,こ れらの論文において,従 来

の経済学が現実の問題を検討するには十分ではないという批判的な立場を一貫 し

て貫いている。

従来の経済学においては,企 業は生産要素を市場で購入 し,購 入 した生産要

素から生産物を作 り出 し,生 産 した生産物を市場で販売するという生産計画の

集合体として取 り扱われてきた。あるいは,も っと単純に,企 業は生産要素を

生産物に変換するブラック ・ボックスとして取 り扱われてきた。この ような企

業の取 り扱いに対 して,R.H.コ ースは,従 来の経済学は企業 と市場が存在す

るものと仮定 してお り,な ぜ企業が存在するのか という疑問や企業の規模や数

を決定する要因は何か という問題を検討してお らず,企 業 と市場が一緒 になっ

て経済システムの制度的構造を構成 しているという事実にもかかわ らず,経 済

システムの制度分析がなされていないと批判 している1)。彼 は,「企業の特性」

において従来の経済学が見落としてきた上のような問題を分析する。

また,R.H.コ ースは,企 業が市場で どのような活動を行 うかを決定す る際

に,従 来の経済学は法律の役割 を無視 していると批判する2)。彼 は,「社会 コ

ス トの問題」 において,外 部性3)が存在するときに,法 律上の責任の所在ある

いは権利の割 り当てが資源配分の効率性 に与える影響 について分析 している。

この論文は,彼 がアメリカにおける周波数の割 り当て問題を検討 して1959年 に

1)RH.Coase(1988a)"TheFirm,theMarket,andtheLaw"inR.H.Coase,The

Firm,TheMarket,andTheLaw,TheUniversityofChicagoPress,1988,p.5

2)RH.Coase(1988a),p.5

3)R.H.コ ー ス は,外 部 性 で は な くて 有 害 な 影 響 と い う 言 葉 を用 い て い る 。 そ の 理

由 を 次 の よ う に 説 明 す る 。 外 部 性(externality)と い う 言 葉 は,P.サ ミ ュ エ ル

ソ ン(P.Samuelson)に よ る造 語 で あ り,こ れ は 外 部 経 済 あ る い は 外 部 不 経 済 と

い う 言 葉 を 置 き換 え た もの で あ る が,外 部 性 とい う言 葉 に は 政 府 が 手 段 を 講 じて

そ れ を 除 去 す べ き で あ る と い う 含 意 が あ る と い う 。R.H.Coase(1988a),

pp.23-27。
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発 表 し た 「連 邦 通 信 委 員 会(TheFederalCommunicationsCommission)」 に

お け る 分 析 を 精 緻 化 し た もの で あ る 。R.H.コ ー ス が 「社 会 コ ス トの 問 題 」 に

お い て 主 張 し た結 論 の1つ は,後 にG.J,ス テ ィ グ ラ ー(G.J.Stigler)に よ っ

て コー ス の 定 理(CoaseTheorem)と 名づ け られ て い る4)。

「企 業 の 特 性 」 と 「社 会 コ ス トの 問 題 」 は そ れ ぞ れ 別 の 問 題 を 分 析 して い る

た め に,一 見 す る と,こ れ ら2つ の 論 文 に は 共 通 点 が な い よ う に思 わ れ る。 し

か し,こ れ らの 論 文 は1つ の 共 通 点 が あ る。 そ れ は,R.H.コ ー スが,企 業 と

市 場,法 律 が 経 済 シス テ ム の 中 で 果 た す 実 際 の 役 割 を 分 析 す る た め に は,経 済

学 は取 引 コ ス ト(transactioncost)5)を 考 慮 しな け れ ば な ら な い と主 張 し て い

る こ とで あ る 。

RH.コ ー ス に よれ ば,財 ・サ ー ビス を市 場 で 取 り引 きす る 際 に は,「 交 渉 し

よ う とす る相 手 が 誰 で あ るか を 見 つ け だ す こ と,交 渉 を した い こ と,お よ び,

どの よ う な 条 件 で 取 引 し よ う と して い るの か を 人 々 に伝 え る こ と,成 約 に い た

る まで に さ ま ざ ま な駆 引 き を行 う こ と,契 約 を結 ぶ こ と,契 約 の 条項 が 守 られ

て い る か を 確 か め る た め の 点 検 を 行 う こ と,等 々 の 事 柄 が 必 要 と な る の で あ

る 。」6)R.H.コ ー ス は,上 の よ う な 事 柄 を 行 う 際 に は コス トが か か る こ と を重

視 し,こ れ らの コ ス トを取 引 コ ス トと呼 ぶ 。 つ ま り,取 引 コス トとは 「模 索 と

情 報 の コ ス ト,交 渉 と意 志 決 定 の コス ト,監 視 と強 制 の コス ト」7)のこ とで あ る。

R.H.コ ー ス は,従 来 の 経 済 学 はす べ て の 情 報 が 利 用 可 能 で あ る こ とを 暗 黙

4)G.J.Stigler(1966)Theoryofl)rice3rded.,MacMillan,p.113。

5)「 企 業 の特 性 」 に お い て は,価 格 メ カ ニ ズ ム 利 川 す る た め の コ ス ト(costofus-

ingthepricemechanism),公 開 【1∫場 で 交 換 を 利 川 し て 取 引 を 行 う コ ス ト

(carryingoutatransactionbymeansofanexchangeontheopenmarket),

市 場 利 用 の コ ス ト(marketingcosts)と い う言 葉 が 利 用 され,「 社 会 コ ス トの 問

題 」 で は,市 場 取 引 の コ ス ト(costsofmarkettransactions)と い うii"葉 が 利 川

され て い る。R.H.コ ー ス は,こ れ らの 言 葉 と取 引 コ ス トは 同 じ考 え 方 を 表 す こ

と を 認 め て い る 。R。H.Coase(1988a),p.6

6)R.H.Coase(1988a),p。6

7)R.H,Coase(1988a>,p.6。 原 典 はC.J.Dahlman(1979)"TheProblemofExterna-

lity"JournalofLawandEconomics22(1),P.148。
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的に仮定し,取 引 コス トがゼロである世界8)を想定 していると批判する。そ し

て,彼 は,取 引コス トの概念が分析に導入されないときには,企 業は目的をも

たず,ゆ えに企業が存在す る理由を説明で きなくなって しまうことを 「企業の

特性」において指摘 し,同 様に,「社会 コス トの問題」 において,法 律には目

的がな くなってしまうこと指摘 している9)。

R.H.コ ースは,従 来の経済学が検討 しなかった企業に関する問題 と,法 律

と経済の関連 という問題を分析 した。これは,企 業の経済学や内部組織の経済

学,制 度の経済学 といった新 しい経済学の領域を発展 させ,経 営学(特 に企業

組織論)や 法律学に経済学の分析方法を導入する契機を与 え,経 済学や経営学

にゲームの理論を応用するきっかけをつ くったと言える。企業財務論,特 に資

本構成の研究を取 り上げて述べると,有 力な分析手法であるエージェンシー理

論(agencytheory)や 財産権の理論(propertyrighttheory)はR.且.コ ース

による分析の影響を受け,発 展 した企業の理論である。

以下において,R.H.コ ースの分析 を詳しく検討 してい く。(2)では 「企業の

特性」を,(3)で は 「連邦通信委員会」 を取 り上げる。つづ く(4)では 「社会コス

トの問題」 と1988年 に発表 した 「社会 コス トの問題に関する考察(Noteson

theProblemofSocialCost)」 について検討 し,(5)は以上の考察のまとめを行う。

8)取 引 コ ス トが ゼ ロ の 世 界 は コー ス 的 世 界(CoasianWorld)と 呼 ば れ る 。 こ れ に

対 し てRH.コ ー ス は 次 の よ う に 嘆 い て い る。 「取 引 コ ス トゼ ロ の 世 界 は し ば し

ば コ ー ス 的 世 界 と 叙 述 さ れ て き た 。 真 実 ほ ど遠 くに あ る も の は な い 。 こ れ は 現 代

経 済 理 論 の 世 界 で あ っ て,経 済 学 者 が そ こ か ら離 れ る よ う に 説 得 し た い と私 が 望

ん だ 世 界 な の で あ る 。」RH.Coase(1988e)"NotesontheProblemofSocial

Cost"inR.H.CoaseTheFirm,TheMarhet,andTheLaw,TheUniversityof

ChicagoPress,1988,Pユ74

9)R.H.Coase(1988d)"TheNatureoftheFirm:Influence"JournalofLaw,Eco-

nomicsandOrganization4,p.34。
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(2)「 企業 の特性」 にお けるR.H.コ ースの分析

(2.1)分 析の特徴

(2.1.1)資 源配分の2つ のルー ト

R.H.コ ースは,は じめに,J.A.ソ ルター(S.A.Salter)に よる次のような

経済システムの描写を引用 し,従 来の経済学の分析 を批判する。「経済システ

ムはそれ自体が機能 している。その経常的な作用のためには,中 央によるコン

トロールも中央による監視 も必要 としない。人間の活動と人間が必要 とす るも

ののすべての領域にわたって,自 動的で弾力的でかつ感応的な過程によって,

供給は需要 に見合 うように調整 され,生 産は消 費に見合 うように調整 され

る。」lo)RH.コ ースは,こ の経済システムの描写には資源の配分が価格メカニ

ズムに依存しているという前提があると批判 して,も しも価格メカニズムによ

ってすべての生産調整が実行 されるのであるならば,な ぜ企業が存在するのか

とい う疑問を投げかけている。さらに,R.H.コ ースは労働者の移動の例を取

り上げ,こ の描写では企業内部の現状を説明できないと批判する。従来のミク

ロ経済学によれば,あ る生産要素の価格が2つ の部門間において差があるとき

には,価 格メカニズムが働いて価格差がなくなるまで,生 産要素が価格の低い

部門か ら価格の高い部門に移動すると考えられている。R.H.コ ースは,労 働

者は実際には命令によって部門間を移動するのであって,生 産要素の移動は必

ず しも価格差が原因となって生 じるのではないと述べる。

つづいて,R.H.コ ースは,資 源配分には2つ のルー トがあることを指摘す

る。1つ は価格 メカニズムによる資源配分であ り,も う1つ は企業内における

資源配分である。前者は,価 格の変化 による生産調整であり,市 場における一

連の交換取引 を通 して企業外で行われる。後者は,交 換取引を伴う市場構造に

代わって企業内で行われる企業家(entrepreneur)11)に よる生産調整である。

10)R.H.Coase(1937)"TheNatureoftheFirm"Economica,n.s.4,p.34。 原 典 はJ.

A.Salter(1921)A〃iedShipPingControl,ClarendonPress,pp.16-17。

11)コ ー ス に よ れ ば,企 業 家 と は競 争 的 シ ス テ ム の 下 で,価 格 メ カ ニ ズ ム に 代 わ っ て

資 源 配 分 の 方 向 付 け を行 う者 を意 味 す る 。RI{.Coase(1937),p.36。
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RH.コ ースは,「企業の特性 は価格 メカニズムにとって代わることにある」12)

と述べ,こ れら2つ の資源配分は代替関係にあると分析する。

(2.1.2)な ぜ企業は存在するか

次に,R.H.コ ースは,価 格メカニズムによる資源配分には取引コス トがか

かることを考慮 して,企 業の存在理由を説明しようと試みる。「企業が存在す

るときには,契 約が無 くなるわけではないが,そ の数は大きく減少する。生産

要素(あ るいはその所有者)は,企 業内で協働する場合 には,こ の協働が価格

メカニズムを通 した直接的な結果として実行されるときに必要な他の生産要素

との一連の契約を結 ばな くて よい。この一連の契約は1つ の契約 に代替 される

のである。」13)つま り,R.H.コ ースは,企 業を設立して生産要素(あ るいはそ

の所有者)と 契約を結んでこれを購入するときのコス トが,契 約数の減少のた

めに市場取引を利用 してこれを購入する ときの コス トに比べて小 さい ときに

は,企 業が存在することになると説明 しているのである。前者のコス トは組織

化のコス ト,後 者のコス トは取引コス トと呼ばれる。以上の分析か ら,R.H.

コースは企業を次の ように定義する。「企業は資源配分の方向付けが企業家に

依存する関係のシステムから成る。」14)

R.H.コ ースは,企 業 と生産要素(あ るいはその所有者)と の問で結ばれる

契約の特徴 について次のように述べ る。「この契約は,生 産要素が(固 定給で

あれ変動給であれ)あ る報酬と引 き替 えに,あ る範囲内で,企 業家の命令に従

うことに同意 した契約である。この契約の本質は,企 業家のパ ワーの範囲を述

べてお くことだけなのである。ゆえに,彼 はこの範囲内で他の生産要素に命令

を下す ことがで きる。」15)「さて,将 来の予測の困難性のために,財 ・サービ

スの供給に関する契約が長期化するほど,そ れらの購入者が契約の相手に期待

する行動を特定化することは不可能にな り,実 際には望ましくな くなるであろ

12)RH.Coase(1937),p.36。

13)R.H,Coase(1937),p.39。

14)RH.Coase(1937),pp.41-42。 こ の 企 業 の 定 義 は トー ト ロ ジ ー で あ る と い う 批 判

が あ る 。

15)R.H.Coase(1937),p.39。
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う。財 ・サービスの供給者にとっては一連の行動のうちどれを採るかは無関心

なことであるが,購 入者にとってはそうではない。 しかし,購 入者は供給者に

どの行動を採って欲 しいかはわからないのである。ゆえに,供 給者によって提

供 されるサービスは一般的な形で表現され,詳 細 な記述は後日にまわされる。

契約に記述されることは,財 ・サービスの供給者 に期待される行動の範囲だけ

である。供給者 に期待 される行動の詳細は契約には記述されず,後 日,購 入者

によって決定 される。このように,(契 約の範囲内で)資 源配分の方向付 けが

購入者に依存するようになるとき,私 が"企 業"と 呼ぶ関係が得 られるように

なる。ゆえに,か なり短期の契約では満足されないときに,企 業が見 られるよ

うになる。財 を購入するときよりもサービスー労働一を購入するときの方が明 ら

かに重要である。財の場合 には前 もって主要事項 を記述することができ,後 日

決定 しなければならない詳細はあまり重要ではないか らである。」16)つ まり,

R.H.コ ースは次の5つ のことを指摘 している。第1に,不 確実性のために将

来を予測することは困難であ り,ゆ えに生産要素を購入する際には詳細が決定

されずに不完備な契約 しか締結されなくなることである。第2に,長 期契約の

締結が必要であればあるほど,企 業が利用 されるようになることである。第3

に,生 産要素の購入者には企業を利用するインセ ンティブがあることである。

第4に,特 に労働サービスが購入 されるときには企業が利用されるようになる

ことである。第5に,ひ とたび生産要素が購入されてそれ らが企業内で協働 さ

れるようになると,生 産要素は企業家による調整の対象となり,契 約の範囲内

で命令を受けることになることである。

(2.1.3)な ぜ企業は複数存在するのか

次に,R.H.コ ースは,企 業内における資源配分の コス ト(=組 織化のコス

ト)が 価格メカニズムによる資源配分のコス ト(=取 引コス ト)よ りも小さい

ときに,な ぜ巨大な1つ の企業によってすべての生産が実行されることがない

のかという問題 と,な ぜ2つ の資源配分メカニズムが現実には存在するのかと

16>R.H.Coase(1937),pp.39-40。
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いう問題を考えている。

R.H.コ ースは,企 業の規模が大 きくなるにしたがって組織化のコス トが逓

増 していく理由を3つ あげて,こ れら2つ の問題の解を求めている。第1に,

企業の規模が拡大するにつれて,企 業家の機能に関 して収穫逓減が働 くことで

ある。第2に,企 業内で実行される取引が多 くなるにしたがって,企 業家が生

産要素の価値を最大 とす るような有効な利用に失敗する可能性が大 きくなるこ

とである。第3に,企 業規模の拡大によって企業が購入するある生産要素の価

格,特 に労働賃金が上昇 してしまうことである。この理由として,R.H.コ ー

スは次のように述べる。「人間は大規模企業の1部 門の長であることよりも小

規模 な企業の長であることを好む。このために,企 業の規模が大 きくなるにし

たがって,組 織化能力の供給価格が増加するとしばしば言われる。(中 略)大

規模 な組織単位がより効率的であ り,合 理化による効率性の増大により高い所

得がもらえるのにもかかわらず,小 規模な企業家の独立心のために,人 間は独

立のままであることを望むと言われる。」17)

R.H.コ ースは,企 業の規模が大 きくなるにしたがって組織化のコス トが増

加することを説明 した後で,次 のように結論する。「企業内で行 う追加取引の

コス トが,そ れを公開市場 を利用して行 うときのコス トあるいは他の企業に組

織化 されて取 り引 きされるときのコス トに等 しくなるまで,企 業は拡張される

であろう。」18)つまり,RH.コ ースは,組 織化のコス トがちょうど市場 コス ト

と等 しくなるときに企業規模が決まり,こ れによって企業の数が決定され,ゆ

えに必ず しも1つ の巨大 な企業によってすべての生産が実行 される必要 はな

く,ま た企業内取引 と市場取引が併存すると説明するのである。

次に,R.H.コ ースは,組 織化のコス トと取引コス トがちょうど等 しくなる

ところで企業の規模が決定されるという上の説明が,他 の説明 よりも優 れてい

ることを説明する。第1に,分 業(division)あ るいは特化(specialization)

によって企業が存在するという説明との比較である。R.H.コ ースは,M.ド ッ

17)R.H.Coase(1937),pp.43,注26。

18)R.H.Coase(1937),p.44。
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ブ(M.Dobb)を 引用する。「(企業の利用は)分 業の複雑 さが増大した結果で

ある。(中 略)分 業の増大は何 らかの統合力を必要 とするようになる。もしも

それがなければ,分 業は崩壊 して しまい,混 沌 とした状態に陥って しまう。産

業形態が本 当に重要 となるのは,分 業 した経済 における統合力 のためであ

る。」19)R.H.コ ースは,M.ド ッブのこの見解に対 して,分 業 した経済におけ

る統合力はすでに価格メカニズムという形で存在 してお り,分 業化の結果,企

業が存在しなければ混沌 とした状態に陥って しまう理由は見いだせない と批判

する。そして,彼 は,統 合のための力である企業家がもう1つ の統合のための

力である価格メカニズムに置 き換 えられる理由を説明する必要があるのに,そ

れがなされていないとも批判する。

第2に,費 用曲線分析による説明 との比較である。完全競争下では,企 業は

その費用曲線が右上が りの部分で規模が制限され,不 完全競争下では限界費用

と限界収入が一致する点で規模が決定 されると説明される。このような説明に

対 して,彼 は次のように述べる。「企業が複数の生産物を生産することは明ら

かである。ゆえに,完 全競争のときに費用曲線が右上が りであること,あ るい

は不完全競争のときに限界費用が必ず しも限界収入 を下回っているわけではな

いという事実が企業の規模 を制限 しなければならないのか,明 らかな理由はな

い ようである。」20)つま り,RH.コ ースは,企 業規模を決定する理論 としては,

複数の生産物を生産する状態 を分析できる自身の企業の理論の方が費用曲線分

析よりも優れていると言っているのである。

(2.1.4)雇 用関係

最後 に,R.H。 コースは自身の企業の理論が現実の企業に関 して見られる法

的な関係か ら乖離 していないかを検討する。彼は企業 における法的な関係 とし

て雇用者 と被雇用者 との関係(あ るいは主人 と従者 との関係)を 取 り上げ,

ER.バ ット(F.R.Batt)を 引用 して,こ の関係の法的な概念の本質を次のよ

19)RH.Coase(1937),p.47。 原 典 はM.Dobb(1925)CapitalistEnterpriseandSocial

Progress,Routlege,p.10。

20)RH.Coase(1937),p.51。
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うに述べる。「(ユ)従者は主人のために主人あるいは他人に対 して個人的なサー

ビスを提供する義務を負わなければならない。この点を除けば,こ の契約 は財

の販売あるいはそれに似た契約と同じである。(2)主人は,個 人的にあるいは他

の従者や代理人によって,従 者の仕事をコン トロールする権利をもたなければ

ならない。 このコン トロール権あるいは介入権は,(労 働サービスを提供す る

時間内のうち)い つ働いていつ働かな くてよいか,(労 働サービスの条件内で)

どんな仕事をどのように行 うかについて,従 者に告げる資格を与えている。こ

れが この関係における主要な特徴であって,従 者 と独立した契約者あるいは単

に労働の果実を雇用主に与える労働者 とを区別する特徴である。後者の場合,

契約者あるいは実行者は仕事 またはサービスを行 う際に,雇 用者のコントロー

ル下にはなく,彼 が契約 した結果を実行するために仕事 を形成 し,管 理 しなけ

ればならない。」21)R.H.コ ースは,こ の引用か ら,雇 用者 と被雇用者の関係に

関する法的な概念の本質が方向付 けの事実にあると見出し,そ れは彼が提供 し

た雇用者 と被雇用者の関係に関する経済学的な概念の本質と一致すると結論 し

ている。さらに,彼 はF.R.バ ットを引用する。「代理人を従者と区別する点は,

固定賃金の有無 あるいは実行 された仕事に対する手数料だけの支払ではなく

て,む しろ代理人が労働をするときに自由をもっていることである。」22)R.H.

コースは,こ の引用から,自 身の企業の定義は現実の世界における企業を十分

に反映 していると結論づけている。

(2.2)分 析の背景

本節ではR.H.コ ースが 「企業の理論」 を執筆するに至 った背景について論

じる。

R.H.コ ースは,1929年 に18歳 でLondonSchoolofEconomics(LSE)に 入

学 し,商 学 を学び始める。翌年,彼 はA.プ ラント(A.Plant)に よる経営管理

論(businessadministration)を 受講する。 これが 「企業の理論」 を書 くきっ

21)RH.Coase(1937),p.54。 原 典 はF.R.Batt(1867)TheLazvofMasterandSer-

vant,Pitman,P.6。

22)R.H.Coase(1937),p.54。 原 典 はF.RBatt(1867),p.7。

!
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かけとなった。A.プ ラントは,J.A.ソ ルターの文献 を引用 し,競 争すなわち

価格システムが必要なすべての調整を行い,経 済システムはうまく機能すると

いう内容の講義 を行 った。R.H.コ ースは,こ のようなA.プ ラントの講義か

ら産業組織の方法23)を学んだが,同 時に問題点に気づいたという。第1に,

A.プ ラントの講義には,産 業が現在のようになぜ組織 されているかを説明す

る理論が欠如していることである。第2に,経 済システムには調整機能をもっ

たマネジメントという生産要素が存在 しているのにもかかわ らず,彼 の講義に

はこの役割が登場 しなかったことである。そして,第3に,彼 の講義には雇用

関係の役割が議論されていなかったことである24)。

他方,R.H。 コースはLSEの 学生時代にロシアの経済 システムに興味をもっ

たそうである。 それは,V.1.レ ーニ ン(V.1.Lenin)が ロシアの経済 システ

ムは1つ の大工場 として運営 されてい くであろうと発言 したことによる とい

う。そ して,R.H.コ ースは,イ ングランドやアメリカには複数の工場が存在

するのに,な ぜロシア経済は1つ の工場であ りえるのかという疑問をもったそ

うである25)。

R.H.コ ースは,1931年 か ら32年 にかけて,ロ ンドン大学か ら奨学金 を受け

てアメリカで在外研究を行っている。彼は,上 述 したような疑問から,研 究の

テーマ として統合の理論を選んでいる。このために,い くつかの大学を訪れて

統合 について議論をかわし,同 時にアメリカの企業を訪問して大型プラントや

設備 を実地検分 している。そ して,垂 直的統合とその正反対の特化 との関連を

分析 した結果,垂 直的統合と水平的統合の区別は意味がな く,ど ちらの形をと

23)R.H.コ ー ス に よ れ ば,産 業 組 織 と は 経 済 シ ス テ ム の 中 で 行 わ れ る 諸 活 動 を企 業

問 で 分 割 す る 方 法 の こ とで あ る 。 彼 は,実 際 に 観 察 で き る 産 業 組 織 の 例 と し て,

会 社 の 規 模 の 大 小 や 垂 直 的 統 合 の 有 無 を あ げ て い る 。R.H.Coase(1972)"ln-

dustrialOrganization:AProposalforResearch"inV.RFuchs(ed.)1)olicy

IssuesandResearch()PPortunitiesinIndustrialOrgani2ation,NationalBureau

ofEconomicResearch,p.60。

24)R.H.Coase(1988b)"TheNatureoftheFirm:Origin"JournalofLaw,Econo-

mics,andOrganization4,pp.7-8。

25)R.H.Coase(1988b),P.8。
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るにせ よ,現 実には異なる機能が1つ となって同じコントロールの下に入ると

い う事実が重要だ とい う考えに達 した という26)。これは 「企業の特性」の根

底にも見 られる考えである。R.H.コ ースによれば,水 平的統合 は2つ 以上の

企業家によって組織化 されていた取引が1つ へ と組織化 されることを意味 し,

垂直的統合は市場において企業家問で行われていた取引が組織化されることを

意味するのであって,企 業はこれら両方あるいは一方を利用することで規模を

拡大で きるのである27)。

R.H.コ ースは,こ の在外期間中にW.レ オンティフ(W.Leontief)に 会っ

て統合について議論 したそうである。その際に,W.レ オンティフは安定した

需要 とそれを越える変動的な需要をもつ会社を想定し,こ の会社は安定 した需

要部分 を生産 し,変 動的な需要部分 は市場か ら購入す ると説明 したという。

R.H.コ ースは,こ の議論において,も しも安定 した需要の生産が利益をもた

らすならば,な ぜ原材料の供給者がこの会社に設備 を設置 して生産させないの

か とい う疑問を もった という28)。 この疑問は,垂 直的統合 と資産の特殊性

(asset-specificity)の 関係 に対する問題である。

RH.コ ースは,「 企業の特性」ではこの問題について考察してはいない。 し

か し,彼 は1932年 の友人 との手紙のや りとりの中でこの問題 を検討 してい

る29)。そこでは,1人 の消費者(=需 要者)し かいない財を生産する会社(=

供給者)が 生産のために大規模な設備を必要 とするケースをを設定している。

このようなケースでは,1人 の消費者が,需 要 を独占しているという事実を利

用 して供給先 を変更 した り,供 給者に対 して財の価格引 き下げを要求するとい

った供給者にとってのリスクが存在する。また,供 給者が独 占力を利用 して需

要者に対 して財の価格引 き上げを要求するような需要者にとっての リスクも存

在する。R.H.コ ースは,ア メリカの企業やプラント,設 備 を訪問して関係者

26)RH.Coase(1988b),p.10。

27)R.H.Coase(1937),p.47。

28)R.H.Coase(1988b),P.12。

29)RH.Coase(1988b),pp2-13。 R.H.Coase(1988d),pp.43-440
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にインタビュー した結果,垂 直的統合と長期的な契約 という2つ の方法が これ

らの リスクを回避するために利用 されていることを見出している30)。

R.H.コ ースによれば,「企業の特性」で利用 したアイデアは在外研究中の1932

年の夏頃にはすでに具体化 していたという。彼は,そ の証拠として1932年10月

10日付けの友人にあてた手紙を公表し,こ こで組織を分析する単位 として取引

を選択 し,市 場 による資源配分 と企業内での資源配分を区別すべ きであると指

摘 し,取 引コス トの概念を示 したと説明 している31)。また,彼 は 「企業の特性」

の草稿が1934年 の春にはすでに完成していたと述べている。 しかし,そ れを発

表する必要性 を感 じなかったために,1937年 になるまで発表が遅れて しまった

という32)o

(2.3)分 析の影響

(2.3.1)「 企業の特性」への関心

R.H.コ ースによれば,1937年 に 「企業の特性」 を発表 した直後 には反応が

なく,1940年 代 と50年代にやや引用されるようになり,60年 代になってようや

く脚注で参照されるようになったという33)。当時,彼 はこの状況 を見て,「企

業の特性」は引用されるようにはなったが,利 用はされていないと感 じたとい

う34)。しか し,70年 代 になって 「企業の特性」の引用 回数が増加 し35),よ う

や く 「企業の特性」の分析に関 して も議論 されるようになった とい う36)。こ

30)R.H.コ ー ス は こ こ で ゼ ネ ラ ル ・モ ー ター ス(GeneralMotors;GM)社 とGM

車 用 の 車 体 を 製 造 し て い た フ ィ シ ャ ー ・ボ デ ィ(FisherBody)社,A.0.ス ミ

ス(A.0.Smith)社 と の 関 係 を例 に あ げ て い る。RH.Coase(1988b),p.16。R,

H.Coase(1988d),PP.44-450

31)R,H.Coase(1988b),p.4。

32)S.NS,Cheung(1983)"TheContractualNatureoftheFirm"JournalofIawand

Economics26,p.1

33)R.H.Coase(1988c)"TheNatureoftheFirm:Meaning"JournalofLaw,Econo-

mics,andOrganization4,p.23。

34)R.H.Coase(1972),pp.62-63。

35)S.N.S.Cheung(1983)は,SocialSciencesCitationに 基 づ い た 「企 業 の 特 性 」

の 引 用 回 数 を示 して い る 。 こ れ に よ る と,1966年 か ら70年 の5年 間 に 引 用 さ れ た

回 数 は17回 で あ っ た が,71年 か ら75年 の5年 間 で は47回,76年 か ら80年 の5年 間

で は105回 に 増 加 して い る。S.N.S.Cheung(1983),p.1。

36)R.H.Coase(1988c),p.23。
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の 理 由 につ い て,R.H.コ ー ス は,1960年 に発 表 した 「社 会 コ ス トの 問 題 」 が

議 論 され る よ う に な り,そ れ に伴 っ て1937年 に発 表 した 「企 業 の 特 性 」 に お け

る企 業 の 理 論 に注 目が 集 ま っ た た め で あ る とみ な して い る37)。

1970年 代 に はR.H.コ ー ス の企 業 の理 論 を分 析 し,こ れ を批 判 あ る い は修 正

す る こ とで,新 た な企 業 の 理 論 を展 開 した 分 析 が 発 表 さ れ た 。1972年 に はA.

ア ル チ ャ ン&H.デ ム ゼ ッ ツ(A.Alchian&H.Demesetz)が 「生 産,情 報 コ

ス トと経 済 組 織(Production,InformationCosts,andEconomicOrganization)」

を,1975年 に は0.ウ イ リア ム ソ ン(0.Williamson)が 『マ ー ケ ッ トと ヒエ ラ

ル キ ー(MarketsandHierarchies)』 を,1976年 に はM.C.ジ ェ ン セ ン&W.

H.メ ッ ク リ ン グ(M.C.Jensen&W.H.Meckling)が 「企 業 理 論:経 営 者 行 動,

エ ー ジ ェ ン シ ー ・コ ス ト と所 有 構 造(TheoryoftheFirm:ManagerialBe-

havior,AgencyCostsandOwnershipStructure)」 を,1978年 に はB.ク レイ ン,

Rク ロ フ ォー ド,A.ア ルチ ャ ン(B.Klein,R.Crawford&A.Alchian)が 「垂

直 的 統 合,搾 取 可 能 な レ ン トと競 争 的 な 契 約 締 結 過 程(VerticalIntegration,

AppropriableRentsandtheCompetitiveContractingProcess)」 を発 表 し た。

S.G.メ デ マ(S.G.Medema)が 指 摘 す る よ う に38),こ れ らの 分 析 も 「企 業 の

特 性 」 に関 心 を 集 め る1つ の 原 因 とな っ た こ とは 明 らか で あ る。

「企 業 の 特 性 」 に 関す る 議 論 が 行 わ れ ,こ れ に 関 心 が 集 ま る につ れ て,い く

つ か の 疑 問 や 批 判 が 寄 せ られ る よ うに も な っ た。

(2.3.2)6つ の 批 判

RH.コ ース の分 析 に よれ ば,あ る 財 ・サ ー ビ ス の 取 引 を市 場 で行 う と き の

取 引 コス トが,こ れ を組 織 内 で 取 り引 きす る と きの 組 織 化 の コス トよ り も大 き

い と き に,企 業 は 存 在 す る こ と に な る 。 しか し,彼 は い つ こ の よ う な状 況 が 生

じる か とい う問題 につ い て検 討 して い な い と い う批 判 が あ る。 これ が 第1の 批

判 で あ る。

RH.コ ー ス は 第1の 批 判 に 対 して 次 の よ うに述 べ て い る 。 「企 業 の 特 性 」 を

37)R.H.Coase(1988c),PP.34-35。

38)S.G.Medema(1994)RonaldH.Coase,St.Martin'sPress,p.27。
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執 筆 して こ れ を 発 表 した 目的 は,「 なぜ 企 業 が 存 在 す る か を 単 に説 明 す る こ と

で あ っ た 。 この た め に は,最 近 は 一 般 に取 引 コ ス トと称 さ れ て い る よ うな 情 報

に よっ て 回避 で き る コ ス トの 存 在 を示 す こ と で 十 分 で あ っ た。 も ち ろ ん,生 産

要 素 の 活 動 を調 整 す る際 に,こ の 回避 され た コ ス トが,企 業 の負 担 す る コス ト

よ り も大 き い と き に の み,企 業 を組 織 す る こ とが 利 益 を もた らす で あ ろ う。 私

は い つ こ れ が 生 じる か を 決 定 す る 要 因 に つ い て は 説 明 す る つ も りは な か っ

た。」39)つま り,R.H.コ ー ス は,第1の 批 判 につ い て これ を認 め て い る。

実 際 に,第1の 批 判 が 指 摘 した 問 題,つ ま りい つ取 引 コ ス トが 組 織 化 の コス

トを 上 回 る か と い う問 題 を検 討 してR.H.コ ー ス の企 業 の理 論 を発 展 させ た の

は,0.ウ イ リア ム ソ ンで あ る。 この 意 味 に お い て,0.ウ イ リア ム ソ ンの 企 業

の理 論 は 取 引 コス ト理 論(transactioncosttheory)と 呼 ば れ る 。

第2の 批 判 は,な ぜ 企 業 組 織 を利 用 す る こ とは便 益 を もた らす か とい う問 題

をR.H.コ ー ス が 分 析 し て い な い と い う も の で あ る。R.H.コ ー ス の ア イ デ ア

を利 用 して この 問 題 を検 討 した 分 析 の 流 れ の1つ が,A.ア ル チ ャ ン&H.デ ム

セ ッ ッ(1972)やB.ク レ イ ン,R.ク ロ フ ォv-・・ド&A.ア ル チ ャ ン(1978)の

分 析 で あ る。 彼 らの 分 析 で は,企 業 は 契 約 の 束 か ら な る と見 な され る。 この 意

味 に お い て,彼 ら の 企 業 の 理 論 は 契 約 理 論(contracttheory)と 呼 ば れ る。

ま た,M.C.ジ ェ ン セ ン&W.H.メ ッ ク リ ン グ(1976)もRH.コ ー ス の ア イ

デ ア を検 討 して 同 様 の 問題 を 分 析 して い る。 彼 らの 分 析 に よれ ば,企 業 の 経 営

者 は企 業 の 関 係 者(例 え ば株 主 や 債 権 者,銀 行 とい っ た 資 金 調 達 に関 す る 関 係

者 と従 業 員 や 取 引 先 企 業,地 域 住 民 とい っ た 関係 者)か ら経 営 を委 託 さ れ て お

り,彼 らの代 理 人(agent)で あ る とみ な さ れ る 。 彼 らの 企 業 の 理 論 はエ ー ジ

ェ ン シ ー 理 論 と呼 ば れ る 。1986年 にS.グ ロ ス マ ン&0.ハ ー ト(S.Grossman

&0.Hart)が 「所 有 の コ ス トと便 益:垂 直 的 統 合 と水 平 的 統 合(TheCosts

andBenefitsofOwnership:ATheoryofVerticalandLateralIntegration」

を,0.ハ ー トが1988年 に 「不 完 備 契 約 と企 業 の 理 論(lncompleteContracts

39)R.H,Coase(1988d),p.40。
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andtheTheoryoftheFirm」 を,1989年 に 「企 業 の 理 論 に関 す る経 済 学 者 の

展 望(AnEconomist'sPerspectiveontheTheoryoftheFirm)」 を,そ して

1990年 に は0.ハ ー ト&J.ム ー ア(JMoore)が 「財 産 権 と 企 業 の 特 性

(PropertyRightsandtheNatureoftheFirm)」 を発 表 し,な ぜ 企 業 組 織 を

利 用 す る こ とが 便 益 を もた らす か とい う 問題 を分 析 して い る。彼 らの 分 析 で は,

財 ・サ ー ビス に う ま く財 産 権 を設 定 で き な い と き に は市 場 取 引 が 困 難 に な る か

高 価 に な る の で,企 業 内 取 引 が 利 用 され る とい う。 彼 らの 企 業 の理 論 は財 産 権

の 理 論 と呼 ば れ る。

第3の 批 判 は,企 業 家 に よ る 調 整 を 想 定 したR.H.コ ー ス の 理 論 は 個 人 企 業

の み に適 用 され,株 式 会社 の よ うな も っ と複 雑 な 企 業 組 織 に は適 用 で き な い と

い う もの で あ る。R.H.コ ー ス は,企 業 家 とい う言 葉 を価 格 シ ス テ ム に 代 わ っ

て 資 源 の 配 分 を決 定 す る 人 あ る い は 企 業 内 で権 限 を もつ 主体 と い う意 味 で 使 っ

て お り,「 企 業 の 特 性 」 を 執 筆 した 当時 の イ ン グ ラ ン ドで は こ の よ う な 意 味 で

利 用 され る こ とが 一 般 的 で あ っ た と反 論 して い る40)。

第4の 批 判 は,B.ク ラ イ ン,R.ク ロ フ ォー ド&A.ア ル チ ャ ン(1978)に

よる 次 の よ う な 批 判 で あ る 。 「我 々 は,し ば しば,企 業 内 取 引 と市 場 取 引 の 区

別 が 単 純 す ぎる と感 じ る。(例 え ば フ ラ ンチ ャ イ ズ の よ うな)多 くの 長 期 契 約

は 市 場 と企 業 の 線 引 き を 曖 昧 に して しま う。」4ユ)こ の 批 判 に対 してR.H.コ ー

ス は3つ の 反 論 を行 う42)。 第1に,フ ラ ンチ ャ イ ズ は1950年 代 に な っ て 知 ら

れ る よ う に な っ た 資 源 配 分 方 法 で あ る と い う事 実 で あ る。第2に,「 企 業 の特 性 」

で は,取 引 は 企 業 内取 引 と市 場 取 引 に は っ き りと分 類 され る と は言 及 され て い

な い とい う こ とで あ る。R.H.コ ー ス は,生 産 要 素 に命 令 をす る権 限 の 力 は契

約 の 範 囲 内 に あ り,そ の外 側 に あ る もの は市 場 取 引 に よっ て 統 治 さ れ る と指 摘

して い る。 フ ラ ンチ ャ イ ズ の よ うな 資 源 配 分 で は,生 産 要 素 の 所 有 者 とそ の 利

40)R。H.Coase(1988c),PP.58-59。

41)B.Klein,RCrawford&A.Alchian(1978)"Verticallntegration,Appropriable

Rents,andtheCompetit1veContractingProcess"JournalofLawandEcono-

mics21,p.326。

42)R.H.Coase(ユ988c),PP.27-28。
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用者である企業の関係 はそれ ら2つ が混 じり合った関係である。ゆえに,R.

H.コ ースの分析が曖昧であるとは言えないという反論である。

R.H.コ ースは,企 業 とは企業家によって資源配分の方向付けがなされる関

係のシステムであると定義 している。第5の 批判は,こ のような企業の定義は

トー トロジーであるというものである。なぜならば,こ のような企業の定義は

企業家が存在することをあらか じめ想定 しているからである。R.H.コ ースの

企業の定義が トー トロジーであるという指摘 は,現 在,認 め られている事実で

ある。しかし,S.N.S.チ ュン(S.N.S.Cheung)(1992)が 言うように,そ れだけ

で彼の分析がすべて無駄になるわけではないことも同様に認め られている43)。

R.H.コ ースが自ら批判 している点がある。彼は 「企業の特性」 において雇

用者 と被雇用者 との法的な関係を取 り上げ,こ の関係の本質が方向付 けにある

ことを見出し,こ れが自身の経済学的な概念の本質と一致すると結論した。 こ

の結果,「企業の特性」における企業の原型は雇用関係にあるとみなされている。

しかし,R.H.コ ースは 「企業の特性」において次のようにも記している。「"雇

用者と被雇用者"の 法的な概念 と企業の経済学的な概念は同一ではない。それ

は,企 業が他者の労働力 と同様に彼 らの財産に対するコントロールも含むから

である。」44)この記述 と上述 した結論とは一見すると矛盾 しているようである。

R.H.コ ースは,こ れに関して,1934年 時点の 「企業の特性」の草稿では,「 完

全な企業関係は協力者 と互いに協力 しなければ登場することはない」45)と 記

していたそ うである。 しかしなが ら,当 時,彼 は企業が保有す る資本設備や資

金を分析するために十分有効な手法を持 っていなかったために,雇 用関係の分

析だけを記 してしまい,結 果 として誤解 を与えてしまった と自己批判 してい

る46)。

43)S.NS.Cheung(1992)"OntheNewInstitutionalEconomics"inL.WerinandH.

Wijkander(eds.)ContractEconomics,BasilBlackwell,p.55。

44)R.H.Coase(1937),P.54。

45)46)R.H.Coase(1988d),PP.37-380
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(3)「 連邦通信 委員会」 におけ るR、H、 コースの分析

(3.1)分 析の特徴

(3.1.1)ラ ジオの混線問題

R.H.コ ースは,1959年 に発表された 「連邦通信委員会」において,周 波数

の近い米国のラジオ局の放送同士が混線 してしまった問題を経済学的に分析 し

ている。彼は,こ の論文において,政 府が規制を制定して周波数を利用するラ

イセ ンスをラジオ局に割 り当てるよりも,周 波数を使用する財産権を創造 して

これを市場で取 り引 きし,最 高の価格をつけた主体に割 り当てることが望まし

いと結論 している。 この結論は,後 にコースの定理 と呼ばれるようになった主

張の原型である。

RH.コ ースは,ま ずは じめに,周 波数の近いラジオ局の放送同士が混線を

起こした経緯と,周 波数に関する規制についてまとめている。当初,ラ ジオは

船舶問や船舶と陸地の事務所の間で,商 業 目的で利用されていた通信手段 であ

った。また,そ れは米国海軍にとっても重要な通信手段であった。 このような

状況におけるラジオの混線は船舶の安全な航行 を妨げる。そこで,船 舶の安全

な航行を保証するために,1912年8月 に法律が制定された。それは,ラ ジオ局

を運営する者は通商省長官(SecretaryofCommerce)が 発行 したライセンス

を持たなければならないという内容の規制であった。このライセ ンスには,ラ

ジオ局の立地場所や許可 された周波数と放送時間が記載 された。また,同 法に

よって,ラ ジオ局は600m未 満か1600mを 越える波長の周波数を利用 しなけれ

ばならず,ア マチュアは200mを 越える波長の周波数を使用 してはならない と

された。

1920年 代になると,ニ ュースや音楽を流すラジオ局の設立が相次 ぎ,周 波数

の近いラジオ局同士が混線 してしまうとい う問題が深刻化 した。そこで,当 時

の通商省長官は,ラ イセンスにより詳細な条件 を盛 り込み,ラ ジオ局 をコント

ロールすることでこの問題 を解決することになった。この方針 にしたがって通

商省長官は,1921年 に他局の放送の妨害 となっているという理由から,イ ンター
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シティ ・ラジオ社(lntercityRadioCompany)の ライセンス更新を認めない

決定を行った。これに対して,同 社はこの決定を不服 として訴訟を起 こした。

1923年 に下 された裁判所の判断によると,通 商省長官にはラジオ局のライセン

スの交付を拒否する権限はなく,ま たラジオ局の数をコントロールした り,ラ

ジオ局が使用する周波数を選択する権限もないというものであった。この結果,

通商省長官は,ラ ジオ局の運営を求める者すべてにライセンスを与えなければ

ならな くなり,各 局は使用する周波数やパワー,放 送時間を自由に選べること

となった。 このために,ラ ジオ放送の混線はさらに悪化 してしまった。

政府はこの問題を早急に解決するために新たな立法化が必要となり,1927年

に連邦 ラジオ委員会(FederalRadioCommission)の 設置 を含んだ法律が制

定された。連邦 ラジオ委員会は,各 局に周波数を割 り当て,発 信器のパ ワーや

設置場所を決定し,使 用機器の種類を規制する権限をもった組織であった。同

委員会は,ラ ジオ局開設のライセ ンス交付 を求められたときには,人 々に利益

や便利さをもたらすことが明らかなときにのみ これを交付する方針をとった。

1934年 にさらに新たな法律が制定され,連 邦ラジオ委員会の権限は連邦通信委

員会に譲渡されることとなった。連邦通信委員会はラジオ局の他にも電話 ・電

信会社に対 してもコントロールを行 うことになった。

(3.1.2)規 制の根拠に対する批判

次に,R.H.コ ースは,連 邦通信委員会がラジオ局に周波数の割 り当て等の

規制を行う根拠 となった意見について紹介 している。

第1に,ラ ジオの周波数という資源は決 して無限に存在するわけではない希

少資源であ り,ゆ えに政府の規制によってこれを配分することは当然であると

いう意見である。第2に,政 府がラジオの周波数を規制する前に生 じた混線の

問題は,私 的企業が競争 した結果起こったものであ り,ゆ えに政府が周波数の

使用に関 して規制することは不可欠であるとい う意見である。

R.H.コ ースはこれ らの意見に対 して次のように批判する。第1の 意見に対

しては,彼 はミクロ経済学では土地 ・労働 ・資本等すべての資源が希少資源と

してみなされ,こ れ らは価格 システムを通 して取引 されるのであって,政 府の
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規制が必要であるとは論 じられていないことを指摘する。つま り,彼 はラジオ

の周波数 という希少資源 も同様に価格メカニズムを通して取 り引きされるべ き

であると述べているのである。第2の 意見に対 して,彼 は混線の原因は競争 に

あるのではなく,周 波数に財産権が設定されていなかったことにあるのであっ

て,政 府は財産権 を定義するための法 システムの確立と訴訟の仲裁だけを行 え

ばよいと指摘す る。

さらに,R.H.コ ースは,連 邦通信委員会による細かな規制は市場で決定さ

れた周波数の使用方法を制約 して しまい,弊 害をもたらす可能性があると主張

する。彼は次のような例 をあげてこれを説明する。「新たに発見された洞窟は

これを発見 した者のものか,そ れ とも洞窟の入 り口がある土地の所有者のもの

か,洞 窟の上にある土地の所有者の ものかは,明 らかに財産法に依存する。 し

か し,法 は単に洞窟を使用するときに契約 を行う必要がある人物を決定するだ

けである。洞窟が銀行の記録書類を保管するために使用されるか,あ るいは天

然ガスの貯蔵のために使用 されるか,マ ッシュルームの栽培のために使用 され

るかについては財産法に依存 しているわけではない。 これは,銀 行や天然ガス

会社,マ ッシュルーム栽培者がこの洞窟 を使用するために最大でい くらを支払

うかによって決まるのである。法システムの目的の1つ は,権 利の譲渡 と再結

合が市場を通 して行われるように,権 利の境界を明らかに確立することなので

ある。」47)つまり,RH.コ ースは,政 府が財産権 をうまく定義で きるような法

システムを確立 し,法 システムが新たに発見 された洞窟に対 して財産権をうま

く設定できるのであれば,こ の財産権は市場取引を通 してこれに最高の価値を

見いだした者に譲渡 され,そ の者によって洞窟の使用法は決定されるのであ り,

政府の規制はこのプロセスを妨害して しまう可能性があると指摘 しているので

ある。

R.H.コ ースは,周 波数も同様に財産権がうまく定義され,こ れが市場で取

り引きされるときには,政 府の規制を必要 としないで混線の問題は解決される

47)R.H.Coase(1959)"TheFederalCommunicationsCommission"JournalofLaw

andEconomics2,pp.25
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と考え,次 のように述べている。「明らかに,も しも数人の人々が所与の周波

数で同時に電波を発 したならば,電 波はお互いに混線 して しまい,発 信された

メッセージを認識することは不可能ではないかもしれないが,困 難 を極める。

ある土地 を小麦の栽培地と駐車場 として同時に使用 したときにも,同 様の結果

を生むであろう。(中 略)こ の状況を避ける方法は,土 地の財産権(つ まり排

除権)を 創造することである。同様の権利を周波数の使用に関 しても創造する

ことで,ラ ジオ産業における同様の問題を解決することができる。」48)

(3.1.3)判 決例

次に,RH.コ ースは,ス タージェス対ブリッジマ ン(Sturgesvs.Bridgman)

の判決例を分析する。 この訴訟理由と判決内容の概略は以下の通 りである。

ある菓子製造業者が2台 のモーターと1台 の粉つき機を使って菓子 を製造 し

ていた。その隣に医者が引っ越 してきて診察を始めた。医者はその8年 後に診

察室を菓子製造業者のキッチ ンの向かいに移 した。この結果,菓 子製造業者の

使用するモーター と粉つき機の振動 と騒音のために,医 者は思考や細心の注意

を必要とする診察,特 に胸部の聴診 を妨げ られたとして,菓 子業者の機械使用

差 し止め請求を裁判所に行った。裁判所の判決は医者の訴えを認めるものであ

った。

R.H.コ ースは,こ の判決が外部性を伴う医者 と菓子製造業者の関係を把握

しておらず,ゆ えに誤った判決であると批判する。彼は次のような簡単な計算

例を用いてこの理由を説明する。菓子製造業者が医者に対 して(診 療をやめて

もらうために)支 払っても良いと考える追加 コス トを100ド ルとする。他方,

医者が他の場所を見つけて診察室を移すために必要な追加 コス トを200ド ルと

する。判決が医者 に有利なものであったときに,菓 子製造業者は操業をつづけ

るために医者に対 して100ド ルを支払って診療をやめてもらうことを申 し出た

としよう。医者は他の場所に診察室を移すためには200ド ルが必要であるから,

この申し出を断るであろう。 この結果,菓 子製造業者は機械の使用をやめて操

48)RH.Coase(1959),pp.25-26。
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業を中止しなければならない。反対に,判 決が菓子製造業者に有利なものであ

ったときには,医 者は菓子製造業者に機械の使用をやめてもらうために200ド

ルまで支払う用意がある。菓子製造業者にとってそこで操業を続けることの価

値は100ド ルである。 したがって,菓 子製造業者は医者の申し出を受け入れ,

機械の使用をやめて操業を中止するであろう。以上の結果からR.H.コ ースは

次のように結論する。「この例 は次のことを示 している。それは,権 利の境界

を定めることは本質的に市場取引の第一歩であるが,(生 産価値を最大化する)

究極的な結果は法的な決定か らは独立である。」49)つまり,RH.コ ースは,菓

子製造業者が生み出した振動 という外部性 に対 して財産権がうまく創造され,

これが取引されるようになれば,裁 判所の判決のような法的な決定にしたがっ

た取 り決めを変えようとする交渉の可能性が生まれ,交 渉が成功 したときに得

られる利益がその コス トを上回るときには実際に交渉が生じるのであって,そ

のときには法的な決定がどうであれ結果は同じになることを指摘 しているので

ある。上の例で言えば,判 決が医者と菓子製造業者のどちらに有利なものであ

っても,医 者が診察 を続け,菓 子製造業者が機械の使用 をやめて操業を中止す

るという結果は同 じであるということになる。この ときの生産価値は,菓 子製

造業者だけが操業を続ける場合や,双 方が操業を続ける場合の生産価値よりも

大 きくなる。

(3.1.4)外 部性の二面性

R.H.コ ースは,ス タージェス対ブリッジマ ンの訴訟で裁判所が誤った判決

を下 してしまった理由として,外 部性が存在するときに,裁 判所が外部性を発

生させている者 とその被害を受けている者の関係には二面性があることを見落

としていることも指摘 している。外部性の二面性とは,外 部性を与えている者

が判決の ような法的な決定によって操業を中止せざるを得 なくなった ときに

は,被 害を受けている者は便益 を得るが,反 対に外部性 を発生させていた者が

被害を受けることになるという特徴のことをいう。

49)RH.Coase(1959),p.27。
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RH.コ ースは,外 部性の問題を解決するために,外 部性 を発生 させている

者 に課税 を行 うべ きであるというA.C.ピ グーの考え方 をとる経済学者 もこの

ような関係の二面性を考慮 し損ねていると次のように批判する。このような関

係の二面性 は,「 ピグーにしたがい,私 的生産物 と社会的生産物の乖離50)の観

点から問題に接近 しようとする経済学者によって無視される傾向にある。彼 ら

は,AがBに 与える有害な影響を抑えることは,明 らかにAに とって有害な影

響 を与えることを明確にし損ねている。」51)

最後に,R.H.コ ースは,い くつかの工場が煤煙 を発 してお り,多 くの人々

が煙害を被っているケースを分析する。第1に,彼 はこのケースにおいて市場

取引を行うためには多 くの人々がい くつかの工場 との間で交渉 しなければなら

ず,こ のような交渉のプロセスは困難であるか可能であっても時間がかかるた

めに,市 場を通 した財産権の移転による解決は難しいことを指摘する。第2に,

彼は裁判所がどの工場からの煤煙が煙害の原因かを特定することも難 しく,訴

訟による解決 も困難であることを指摘する。 したがって,こ のケースでは規制

による解決が望ましいと述べる。

しか し,R.H.コ ースは,規 制の目的が煙害をな くす ことではな く,そ の最

適量 を求めることにあると主張する。ここで最適量とは,私 的財産制 と価格メ

カニズムが うまく働いたときの量であって,そ れは煙害を減らしたときの利得

と生産方法等の規制によって被る生産の損失 とが均衡する量のことである。

50)R.H.コ ー ス に よれ ば,私 的 生 産 物 と は あ る 企 業 の 特 定 の 活 動 が 生 み 出 す 追 加 的

な 生 産 物 の 価 値 の こ と で あ り,社 会 的 生 産 物 と は 私 的 生 産 物 か ら この 企 業 に よ っ

て 補 償 され て い な い 他 の ど こ か で 生 じた 生 産 物 の 価 値 低 下 分 を 差 し引 い た もの に

等 し い 。RH.Coase(1960)"TheProblemofSocialCost"JournalofLawand

Economics3,p.40。 ま た,A.C.ピ グ ー に よ る と,こ う した 乖 離 は,あ る 人 物A

が 他 の 人 物Bに 何 らか の 便 益 を与 え る 際 に,こ れ に 伴 っ てA以 外 の 人 物 に対 し て

もサ ー ビ ス あ る い は デ ィス ・サ ー ビ ス を 与 え て し ま い,そ れ ら を受 け た 人 物 に 支

払 を 強 要 し た り あ る い は 補 償 を し た りで き な い た め に 生 じ る 。A.c.Pigou

(1932)TheEconomicsofI7Velfare4thed.,Macmillan,p.183。

51)R.H.Coase(1959),p.26。 こ の 主 張 が 「社 会 コ ス トの 問 題 」 を 執 筆 す る きっ か け

と な っ た 。 詳 細 は(3,2)を 見 よ 。
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(3.2)分 析 の影 響

「連 邦 通 信 委 員 会 」 に お け るRH .コ ー ス の 議 論 は,す ぐ に シ カ ゴ 大 学

(UniversityofChicago)の 経 済 学 者 達 の 批 判 の 対 象 と な っ た52)。 シ カ ゴ 大

学 教 授 でJournalofLawandEconomicsの 編 者 で あ っ たA.デ ィ レ ク タ ー(A.

Director)は,RH.コ ー ス に対 して 「連 邦 通 信 委 員 会 」 の 議 論 が 誤 りで あ る

と告 げ た とい う。

そ の 後,1960年 にA.デ ィ レ ク ター は 自宅 に シ カ ゴ大 学 の経 済 学 者 を集 め て

産 業 組 織 に 関 す る セ ミナ ー を 開 き,そ こ にR.H.コ ー ス を招 待 して 彼 の分 析 を

説 明 す る よ うに 求 め て い る 。この セ ミナ ー に は,G.J.ス テ ィ グ ラ ー やM.フ リー

ドマ ン(M.Friedman),M.ベ イ リー(M.Bailey),R.カ ッ セ ル(R.Kessel),

J.マ ック ジ ー(J.McGee),G.ル イ ス(G.Louis)ら が 含 ま れ て い た 。 セ ミナ ー

が 始 ま る 前 にR.H.コ ー ス とA.C.ピ グ ー の どち らの 議 論 が 正 しい か を投 票 し

た と こ ろ,1対20でA.C.ピ グ ー の 議 論 に賛 同 が 集 ま っ て い た が,セ ミナ ー の

後 に 同 じ投 票 を した とこ ろ,21対0でR.H.コ ー ス の 議 論 が 正 しい と い う結 果

に な っ た とい う。 こ の セ ミナ ー の 後 に,A.デ ィ レ ク ター はR.H.コ ー ス に 対

して 「連 邦 通 信 委 員 会 」 に 多 く寄 せ られ た 批 判 に 反 論 す る た め の 新 た な研 究 を

JournalofLawandEconomicsに 発 表 す る よ う に 薦 め た と い う。 こ の よ う な

背 景 か ら発 表 され た 論 文 が 「社 会 コ ス トの 問 題 」 で あ る。

(4)「 社会 コス トの問題」 におけるR.H.コ ースの分析

(4.1)取 引 コ ス トが 存 在 しな い と き の分 析 一 コ ー ス の 定 理 一

(4.1.1)論 文 の 目 的

R.H.コ ー ス は,「 社 会 コ ス トの 問 題 」 を発 表 した 目的 につ い て,外 部性 が 存

52)当 時,RH.コ ー ス は バ ー ジ ニ ア 大 学(UniversityofVirginia)教 授 で あ っ た 。

以 下 の 議 論 は,EW.Kitch(1983)"TheFireofTruth:ARemembranceof

LawandEconomicsatChicago,1932-1970"JournalofLawandEconomics26,

pp.220-222。
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在す るときにA.C.ピ グーの分析にしたがって課税政策を採ることは不適切で

あることを説明するためであると述べている。

はじめに,RH.コ ースは,A.C.ピ グーの分析に したがった伝統的なアプ

ローチが外部性の二面性を考慮 していないとして次の ように批判する。「(外部

性の問題 を解決するためには)通 常,AがBに 有害な影響 を与えていることを

想定 し,い かにしてAを 抑制すべ きかを決定しなければならなかった。しか し,

これは誤 りである。我々は二面性の問題を考えなければならない。Bに 対する

有害な影響 を避けることはAに 対 して有害な影響を与えるのである。真に決定

すべ き問題は,AがBに 有害な影響 を与えてよいか,そ れともBがAに 有害な

影響を与 えてよいかということである。より大きな影響を避けることが問題な

のである。」53)

(4.1.2)損 害責任を間われるときの資源配分

次に,R.H.コ ースは,A.C.ピ グーの分析 にしたが った伝統的なアプロー

チでは,外 部性の問題を解決できる市場の役割を無視 していると批判する。彼

は,こ の理由を説明するために,取 引コス トがかか らずに価格メカニズムがう

まく機能することを所与 として,外 部性を与える者が損害責任を問われている

ときの資源配分について検討す る。

R.H.コ ースは,外 部性の例 として,あ る牧場で飼育されている牛が隣接 の

農家によって栽培 されている穀物 を食べてしまうようなケースを設定する。穀

物1ト ン当た りの価格は1ド ル,牛 が穀物の栽培地に入 らないように柵 を設け

るコス トは年当た り9ド ル,飼 育 している牛の群の数 と年間当たりの穀物の被

害額 との関係は表1の ように仮定される。農家はこの穀物を完全競争の下で栽

培 してお り,ま た農家が牧場から賠償金を受け取ったときでさえも作付けを増

やす ことはないと仮定する。

以上のようなケースにおいて,牧 場主が農家への損害賠償を問われていると

しよう。牧場主が4頭 の牛を飼育したときに,牛 が農家に与える被害額は年10

53)R.H,Coase(1960)"TheProblemofSocialCost"JournalofLawandEconomics

3,P.2。
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表1飼 育牛の群の数と穀物被害額との関係

飼育牛の群の数
年 当 た りの穀 物 の

被 害額(ト ン)

牛追加1頭 当たりの

穀物被害額(ト ン)

1

2

3

4

1

3

6

10

1

2

3

4

ドルである。このとき,牧 場主は農家に対 して10ド ルの損害賠償を支払わなけ

ればならない。 しかし,牧 場主が柵を設けて牛が農家に損害を与えないように

するためのコス トは年9ド ルである。 したがって,牧 場主は農家に損害賠償を

支払 うよりも柵を設けることを選択するであろう。牧場主が3頭 以下の牛を飼

育 したいと思っているときには,柵 を設けるよりも農家に被害額に等しい損害

賠償をすることが安価 となる。

しかし,牧 場主はもっと安価な方法で農家に損害賠償 を行うことができる。

それは,牧 場主が農家に損害賠償 を支払い,農 家が穀物を栽培 しないという内

容の取引を結ぶことである。 この契約が成立するためには,農 家が穀物を栽培

した ときに得られる純収益を超える損害賠償を牧場主か ら受け取ることと,飼

育牛を増加 した ときに牧場主が得 る追加収益が農家に支払わなければならない

追加コス トを上回ることが条件 となる。RH.コ ースは,上 のケースにおいて,

農家が所有する土地を耕作するときのコス トを10ド ル,農 家が穀物の栽培で得

られる収穫物の価値を12ド ルとし,牧 場 には牛が1頭 飼育 されていると仮定す

る。このとき,牛 が農家に被害を与えないならば,農 家は2ド ルの純収益を獲

得する。牛が農家に被害を与えるときには,農 家が穀物の栽培で得 られる収穫

物の価値は11ド ルであるか ら,獲 得する純収益は1ド ルとなる。さらに,農 家

は牧場主から損害賠償 として1ド ルを受け取るので,総 純収益額は2ド ルとな

る。

いま,牧 場主が牛を1頭 増や して合計2頭 の牛を飼育 したとしよう。このと
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き,牧 場主は飼育牛を1頭 増や したために,農 家に対 して3ド ルの損害賠償を

支払わなければならない。つまり,牧 場主は飼育牛を1頭 増や したことで2ド

ルの追加コス トを負担 しなければならない。 もしも牧場主が飼育牛を増やした

ことで得 られる生産物価値(例 えば食肉の価値)が2ド ルよりも大きいならば,

牧場主は農家に対 して3ド ルまで損害賠償を支払 うことができる。 しかし,牧

場主は農家に対 して3ド ルの損害賠償 を支払 う必要はない。なぜならば,農 家

が土地の耕作 と穀物の栽培で獲得できる純収益は2ド ルであるからである。農

家は2ド ルを超 える損害賠償 を受け取った ときには,土 地の使用を放棄する用

意がある。この結果,牧 場主が農家に対 して2ド ルを少 し上回る賠償金を支払

うことで,農 家に土地の使用を放棄 させ る内容の契約を結ぶことがで きるので

ある。

R.H.コ ースは,上 のような数値例を考慮 した後で,次 のように結論する。「も

しも牧場主に損害の責任があ り,価格メカニズムが円滑に機能 しているな らば,

飼育牛の数を増や したときの追加 コス トを計算する際には,(生 産要素の移動

によって)ど こか他で生産することで得られる価値の減少分が考慮される。こ

のコス トは追加の食肉生産の価値 と比較 されよう。そして,牧 畜業における完

全競争を所与 とすれば,牧 畜への資源配分は最適 となろう。強調されるべ きこ

とは,牧 畜のコス トとして考慮 された(生 産要素の移動によって)ど こか他で

生産することで得 られる価値の減少分は,牛 が通常の状態で収穫iに与える損害

よりも小さいということである。なぜならば,市 場取引の結果,土 地の耕作 を

中止 させることがで きるからである。牧場主が支払ってもよいと思う牛が与 え

る損害が農家の土地使用に支払う額を上回るときには,農 家に土地の耕作を中

止 させることはいつ も望 ましいことになる。完全競争条件においては,農 家が

土地の使用に支払 う額は,生 産要素が投入されたときの総生産価値とそれらが

次善の使用によって得 られる追加生産物の価値(農 家が生産要素に支払わなけ

ればならないもの)と の差額に等 しい。もしも損害額が農家による土地の使用

に対する支払額 を上回るならば,生 産要素が どこか他で使用 されたときの追加

生産物の価値は,そ れがこの土地で使用 されたときのそ して損害が考慮 された
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後の総生産物価値 を上回るであろう。ゆえに,こ の土地の耕作を中止 し,こ こ

で使用 されている生産要素は他で使用 されることが望 ましくなる。牛による穀

物の損害を賠償 して耕作の中止の可能性 を認めない取 り決めは,単 に,牧 畜業

への生産要素の配分 を過小にし,穀 物栽培への資源配分を過大にしてしまうだ

けである。 しか し,市 場取引が存在するときには,収 穫の損害が土地の レント

を上回るという状況は長続 きはしない。」54)

(4.1.3)損 害責任 を問われないときの資源配分

次に,R.H.コ ースは,取 引 コス トを必要 としないで価格メカニズムがうま

く機能することを所与 として,外 部性を与える者が損害責任を問われない とき

の資源配分 を検討する。

R.H.コ ースは上と同じケースを利用 してこれを説明する。牧場主が3頭 の

牛を飼育 していると仮定 しよう。もしも牧場が飼育する牛 を2頭 に減らすなら

ば,農 家は牧場に対 して3ド ルまで支払 う準備がある。 この3ド ルは,損 害責

任が問われるときに,飼 育する牛 を2頭 か ら3頭 に増や したことで牧場が農家

に支払わなければならない損害賠償額である。損害責任が問われるときには,

牧場主は飼育する牛を1頭 増や したときに獲得できる追加収益がそれに伴う追

加 コス トを上回るときに牛 を増や し,そ うでない ときには牛を増やさなかった。

損害責任が問われないときには,牧 場主は飼育す る牛を1頭 減らしたときに農

家から受け取る金額がそれに伴って減少する収益 を上回らない限 り,飼 育する

牛の数を減 らさない。

R.H.コ ースは以上の分析から次のように結論する。「(外部性 の)加 害者が

損害の責任を負 うか どうかを知ることは重要である。なぜならば,も しも権利

の境界がはじめに確立 されなければ,そ れ らを譲渡 した り,再 結合 したりする

市場取引が存在 し得ないからである。 しか し,価 格 システムがコス トを必要と

せずに機能するときには,(生 産物価値 を最大化するとい う)究 極的な結果は

法的な状況からは独立である。」55)この結論が コースの定理 と呼ばれている彼

54)RH.Coase(1960),pp.5-6。

55)R.H.Coase(1960),P.80
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の主張である。

(4.1.4)4つ の判決例

続いて,R.H.コ ースは,19世 紀に生 じた外部性に関する判決例を紹介 して

いる。

第1に,ス タージェス対ブリッジマ ンの判決例である。これは,(3.1.3)

でも説明したように,菓 子製造業者に隣接する医者が菓子製造業者のキッチン

の向かいに診察室を移したところ,菓 子製造業者の使用するモーターと粉つ き

機の振動 と騒音のために診察を妨げ られたとして,機械の差 し止め請求 を行い,

裁判所が医者の訴えを認めた判決例である。R.H.コ ースはこの判決に関 して

次の ように述べる。「裁判所の決定は,医 者が菓子製造業者の機械使用 を差 し

止める権利をもつ とした。 しかし,法 的な裁定で得 られたこの取 り決めは当事

者間の交渉によってもちろん修正される。 もしも医者が大きなコス トをかける

か不便な場所 に引っ越 さなければな らなかった り,同 じ場所での診察を短縮 し

た り,(こ れは可能性 として示唆されたが)騒 音 と振動をなくすために隔離の

ための壁を作 ったりすることから被る所得の損失よりも多い金額を菓子製造業

者か ら支払われるならば,医 者はすすんで権利を放棄 し,機 械の使用 を認める

であろう。もしも菓子製造業者が同 じ場所で操業方法を変えるか,操 業をやめ

るかあるいは他の場所 に引越 しなければならないことから被る所得の損失より

も少ない金額を医者に支払わなければならないならば,菓 子製造業者はすすん

でそうするであろう。問題の解法は,本 質的に,機 械の使用を続けることは医

者の所得から差 し引かれる金額 よりも多 くの所得を菓子製造業者にもたらすか

否かに依存 しているのである。 しかし,こ こで,菓 子製造業者が訴訟で勝った

としよう。菓子製造業者は医者に何の支払 もせずに騒音 と振動を生む機械を使

用する権利をもつであろう。2人 の立場は入れ替わる。つまり,医 者が菓子製

造業者に支払 をして,彼 に機械の使用をやめてもらわなければならない。もし

も機械の使用で菓子製造業が得る追加所得 よりも医者の所得の落ち込みが大 き

いならば,明 らかに医者が菓子製造業者に支払 をして機械の使用をやめてもら

うための交渉の余地が存在 しよう。つま り,(医 者が菓子製造業の機械の使用
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を差 し止める権利 をもつ ときに)菓 子製造業者が医者に損害賠償 をして機械 を

使用 し続けることが利益 を生 まない状況は,(菓 子製造業が機械の使用する権

利をもつときに)医 者が菓子製造業者に支払をして機械の使用をやめて もらう

ことが利益を生む状況なのである。基本的な条件は穀物を食べてしまう牛の例

と同じである。 コス トを必要 としないで市場取引が行われるときには,損 害の

責任に関する裁判所の決定は資源配分に影響 を及ぼさないのである。」56)

第2に,ク ック対フォーブス(Cookevs.Forbes)の 判決例である。これは,

ココナッツ繊維を使ってマ ットを製造する業者が近 くの硫酸アンモニウム製造

業者に対 して操業差 し止め請求を行ったものである。訴訟の理由は,マ ット製

造業者はココナ ッツ繊維 を漂白液につけ込み,こ れをつり下げて乾燥 させる工

程 をとっていたが,そ の際に漂白液の塩化スズが硫酸アンモニウム製造業者か

ら排気される硫化水素 と反応 してマッ トが変色 して しまい,損 失を被った とい

うものであった。裁判所はマ ット製造業者の操業差 し止め請求については拒否

したものの,損 害賠償の請求についての提訴は認める判決を下した。R.H.コ ー

スはこの判決に対 しても上と同様の主張を行っている。硫酸アンモニウム製造

業者の責任が問われたときには,何 らかの予防措置を講 じるか引っ越 しをする

か,あ るいはマット製造業者に対 して損害賠償を行 うことができる。損害賠償

額が何 らかの措置を講 じるための追加 コス トよりも小 さいときには,硫 酸ア ン

モニウム製造業者は損害賠償 を選択するであろう。また,硫 酸アンモニウム製

造業者の責任が問われないときには,マ ッ ト製造業者は漂白液の種類を変更す

るような何 らかの措置を講 じるか,あ るいは硫酸アンモニウム製造業者に対 し

て支払 をして操業 を中止 してもらうかである。マ ット製造業者が何 らかの措置

を講 じるための追加 コス トや硫酸アンモニウム製造業者に対する支払がマット

製造業者の被る損害額よりも小 さい ときには,マ ット製造業者は措置を講 じる

か支払 を行うであろう。 したがって,コ ス トを必要 とせずに市場取引が可能で

あるときには,損 害の責任に関する裁判所の決定は資源配分に何 ら影響を及ぼ

56)R.H.Coase(1960),pp.9-10。
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さないことになる。

第3に,ブ ライアン ト対ルフーバー(Bryantvs.Lefever)の 判決例である。

これは,原 告が石炭を燃やして火を焚いたときに,隣 人の被告が建て替えた壁

と積み上げた屋根の上の材木によって空気の自由な循環が妨げられ,煙 が家の

中に立ち込めてしまったとして損害賠償 を求めたものである。一審においては,

裁判所は原告の訴えを認めて被告に損害賠償金を支払うことを命 じた。しか し,

二審では,裁 判所 は原告が石炭を燃やさないかあるいは煙突 を移動するかもっ

と高くすれば煙害は起こらなかったとして,原 告敗訴の判決を下 した。一審と

二審において正反対の判決が下されたこの訴訟は外部性の二面性 を表 した例で

あ るとして,R.H.コ ースは,次 のように述べる。「牛 と農産物のケースにお

いて,牛 がいなかったならば農産物の損害がなかったということは本当である。

これと同様に,農 産物がなかったならば損害 もなかったということも本当であ

る。 もしも菓子製造業者が機械を使用 しなかったな らば,医 者の仕事は妨げ ら

れなかったであろう。 しかし,医 者が特別な場所に診察室 を作 らなかったなら

ば,菓 子製造業者の機械は誰の邪魔にもならなかったであろう。マ ットは硫化

アンモニウム製造業者の排気のために黒 くなってしまったが,マ ット製造業者

が特定の場所 にマ ットをつるさなかったかあるいは特別な漂白液を使用 しなか

ったな らば,損 害は生 じなかったであろう。因果関係の観点か ら問題 を論 じる

ときには,当 事者の双方が損害を与 えていると言えるのである。 したがって,

最適な資源配分を達成するためには,当 事者双方が各 自の行動を決定する際に

有害な影響(妨 害行為)を 考慮することが望 まれる。すでに説明 したように,

有害な影響 による生産物価値の低下が当事者双方 にとってコス トとなること

は,円 滑に機能する価格 メカニズムの1つ の美点である。」57)

第4に,バ ス対グレゴリー(Bassvs.Gregory)の 判決例である。原告はあ

るパブリック ・ハウスの所有者 と居住者であって,被 告は原告のパブリック ・

ハウスに隣 り合 った数軒 のコテージと庭 の所有者であった。原告のパブリッ

57)R.H.Coase(1960),pユ5。
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ク ・ハウスには岩をくり抜いた地下室があ り,こ こでビールの醸造処理が行わ

れていた。この地下室か ら被告の庭にある井戸まで穴が掘 られ,井 戸は地下室

の換気ロとして使われていた。被告は井戸か ら立ち上がる発酵臭を不快に思っ

て,井 戸への自由な空気の流れを止めるための措置 をとった。 このために,原

告はビールの醸造処理がで きな くなったとして訴訟を起 こしたのである。裁判

所の判決は,地 下室か ら井戸に通 じるこの穴が40年 以上も使用 されてお り,ま

た被告は発酵臭からこの井戸が換気口として利用 されていることを知 り得たと

して,原 告には空気の流れに関する権利があるというものであった。この判決

によって,被 告は井戸の口を塞 ぐことは認められず,発 酵臭に耐えなければな

らないこととなったのである。

RHコ ースは,上 の4つ の判決例を検討した後に次のように述べる。「法律

上の権利 を決定する際に裁判所に採用される理由は経済学者にとってはしばし

ば奇妙に映る。なぜならば,こ の決定が拠 り所とする多 くの要因が経済学者に

とっては関連のないものであるからである。経済学の観点か らは同 じ状況であ

りなが ら,裁 判所によってかなり異 なった取 り扱いがなされる。経済学の観点

から有害な影響のケースを分析 したときには,ど のケースも生産価値を最大化

する問題 となるのである。」58)

(4.1.5)分 析の結論

R.H.コ ースは,牛 が穀物に与える損害の事例 と上の4つ の判決例を検討 し,

次の結論を得ている。

第1に,外 部性が存在するときには,当 事者の関係には二面性があ り,当 事

者の双方が相互に損害 を与えていることである。第2に,外 部性を与 えるもの

には法的な権利の境界が設けられるべ きであ り,そ うすることで当事者間の交

渉が可能 となることである。第3に,最 適な資源配分のためには市場取引が利

用 されるべ きであることである。第4に,外 部性が存在す るときの経済学の問

題は,生 産価値の最大化 を目的とすることである。第5に,取 引コス トがかか

58)R.H.Coase(1960),PP.15-16。
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らずに市場取引が利用されるときには,裁 判所の判決がどうであれ当事者間で

この法的な決定を修正することができ,法 的な決定が資源配分に影響 を及ばさ

ない ということである。

最後の結論がコースの定理である。コースの定理は,外 部性を与えるものに

うまく法的な権利が設定され,そ れが取引 コス トを必要 とせずに市場で取引さ

れるときには,裁 判所の判決のような法的な決定は資源配分に影響を与 えない

ことを表 している。 コースの定理は法曹界の人々や法律の研究者に大 きな衝撃

を与えたと言われている。 しか し,R.H.コ ースは,現 実問題 として法的な決

定が無意味であると主張しているわけではない。なぜならば,コ ースの定理は

取引コス トがかか らないことを前提 としているからである。

(つづ く)


